
政
令
第
二
百
四
十
一
号

著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
著
作
権
法
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
（
同
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
七
条
第
四
項
、
同
法
第
七
十
条
（
同
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法

第
百
四
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
（
同
法
第
百
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
を
削
る
。

第
七
条
の
六
中
「
の
政
令
」
を
「
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同

条
を
第
七
条
の
五
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
手
数
料
）

第
八
条

法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
法
第
六
十
八
条
第
四
項
（
法
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
六

千
九
百
円
と
す
る
。

２

法
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
七
条

第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
件
に
つ
き
一
万
三
千
八
百
円
と
す
る
。

第
八
条
の
二
及
び
第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
な
い
と
き
」
を
「
な
く
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

第
九
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。



二

著
作
物
の
題
号
（
題
号
が
な
く
、
又
は
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
）
及
び
著
作
者
名
（
著
作
者
名
が
表
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
又
は
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

著
作
物
の
種
類
及
び
内
容
又
は
体
様

四

補
償
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

第
九
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

申
請
に
係
る
著
作
物
の
体
様
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
図
面
、
写
真
そ
の
他
当
該
著
作
物
の

体
様
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
担
保
金
の
取
戻
し
）

第
九
条

法
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
法
第
百
四
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
七
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
者
が
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
額

は
、
同
項
に
規
定
す
る
担
保
金
の
額
か
ら
同
条
第
八
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
項
（
法
第
百
三
条



に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
法
第
百
四
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
が
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す

る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
実
演
等
の
放
送
等
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
）

第
十
二
条

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
著
作
物
」
と
あ
る
の
は

「
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
又
は
有
線
放
送
」
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
著
作
者
名
（
著
作
者
名
」
と
あ
る
の
は
「
実

演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
、
放
送
事
業
者
又
は
有
線
放
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
同
項
第
五
号

及
び
第
六
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
著
作
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
著
作
隣
接
権
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
十
二
条
の
二
を
削
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
七
十
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。



附
則
第
四
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
添
附
し
」
を
「
添
付
し
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


